
 

 

 

 

 

高南財産区議会議員一般選挙 

 

 

 

任 期 の 始 期 平成18年２月19日 

 

任 期 の 満 了 平成22年２月18日 

 

候 補 者 数 12人 

 

定 数 12人 
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(1) 

１ あらまし 

 

広島市安佐北区の高南財産区議会議員の任期が平成18年２月18日に満了することに

伴い、安佐北区選挙管理委員会は、平成17年12月２日委員会を開催し、選挙期日の告

示日を平成18年１月27日（金）に、投票日を同年２月１日（水）にすることを決定し

た。 

選挙の結果は、届出のあった候補者の数が議員の定数を超えなかったため無投票と

なった。 

 

 

２ 議員定数及び投票の有無等 

 

議 員 定 数 
候補者 

届出者数 
投票の有無 

12 12 無 

 

 

 

 



３ 事務執行日程

市選管の行う事務 区選管の行う事務 選挙長の行う事務

事　　　　　項 根拠法令 事　　　　　項 根拠法令 事　　　　　項 根拠法令

11月20日 日 -73 -68

・ 後援団体に関する寄附等
の禁止期間開始（選挙期
日まで）
（任期満了前90日）

法199の5

12月2日 金 -61 -56
・ 委員会開催
（選挙期日等の議決）

12月20日 火 -43 -38
・ 選挙を行うべき事由の発
生届出期限
（任期満了前60日）

法120,
事80,
市事181

・ 選挙執行計画の決定 ・選挙執行計画・事務分担
の決定

・臨時啓発事業計画の策定
及び実施

・選挙長及び同職務代理者
内定

・諸印刷物の調製配布 ・投票管理者及び同職務代
理者内定

・各種選挙用交付物の発注 ・投票立会人(投票所及び期
日前投票所)の内定

・区選管との事務打合せ ・選挙事務従事者（市職
員）の協力要請

・投・開票事務要領の検討 ・期日前投票（不在者投
票）事務従事者の選定

・投票・選挙会（開票）事
務従事者の選定

・選挙会場施設の確認及び
使用依頼

・投票所施設の確認及び使
用依頼

・選挙のお知らせ関係事務

・個人演説会関係事務

・投票箱、投・開票器材配
送計画

・区広報紙への周知啓発記
事の掲載依頼

1月26日 木 -6 -1 ・ 委員会開催 ・立候補届出受付準備

1月27日 金 -5 0 選　　挙　　期　　日　　の　　告　　示　　日

・選挙期日の告示 法33,
市事19

・ 選挙長事務取扱場所の告
示

市事67

・ 選挙長及び同職務代理者
の選任告示

法75,
令81,
市事66

・ 立候補届出（辞退）の受
理

法86の4,
令89

・ 選挙会の場所・日時を定
める告示

法78,
市事69

・ 立候補届出者の氏名等の
告示

法86の4,
市事73

・ 開票事務と選挙会事務を
併せて行う旨の告示

法79,
事63,
市事70

・ 選挙立会人となるべき者
を定めるくじを行う場
所・日時の告示

法76,
市事68

・ 選挙運動費用支出の制限
額を定める告示

法196,
市事161

・ 選挙立会人となるべき者
の届出受理開始

法76,
令82

・ 投票管理者及び同職務代
理者（投票所及び期日前
投票所）の選任の告示

法37,
令25,
市事20

・ 候補者被選挙権調査 市事75

・ 投票所及び期日前投票所
の告示

法41,
市事24

・ 候補者の氏名等を区長及
び区選管へ通知

法86の4,
令92,
市事74

・ 投票記載所に掲示する候
補者の氏名等の掲載順序
を定めるくじの場所及び
日時を定める告示

法175,
市事156,
運56

・ 不在者投票事務取扱場所
の告示

事33，
市事46

・ 期日前投票所の投票立会
人の選任

法38，
48の2

・ 選挙事務所設置（異動）
届出受理開始

法130,
令108,
市事87

・ 出納責任者の選任（異
動）届出受理開始

法180,
市事157

・ 選挙運動に使用する事務
員の届出受理開始

法197の2

・ 公営施設使用の個人演説
会開催申出受理開始

法163

・ 選挙運動用ポスター検印
事務開始

法144,
市事181
の2

・ 立候補届出状況報告受理 法86の4,
令92,
市事74

月 日 曜

期
日
前
・
後

告
示
前
・
後

(2) 

３ 事務執行日程 

 



市選管の行う事務 区選管の行う事務 選挙長の行う事務

事　　　　　項 根拠法令 事　　　　　項 根拠法令 事　　　　　項 根拠法令

(1月27日)
・ 投票管理者へ候補者氏名
等通知

令92

・ 選挙長及び同職務代理者,
投票管理者及び同職務代
理者へ選任通知

法37,75

・ 投票記載所に掲示する候
補者の氏名等の掲載順序
を定めるくじ
（午後5時30分）

法175,
運56

〔無投票の場合〕 〔無投票の場合〕

・県・市選管へ無投票の旨
報告

事74 ・ その旨告示,投票管理者へ
通知,区選管へ報告

法100

1月28日 土 -4 1
・ 期日前投票及び不在者投
票事務取扱開始

法48の2,
49

・ 投票管理者及び同職務代
理者事務打合せ会

・選挙会（開票）関係事務
打合せ会

・選挙のお知らせ発送

・郵便による不在者投票用
紙等の請求期限

令59の4

・ 宣伝カーによる投票参加
の呼びかけ開始

1月29日 日 -3 2
・ 委員会の開催
（告示日選任の投票立会
人以外を選任）

・選挙立会人届出期限 法76,
令82

・ 公営施設使用個人演説会
開始

法163 ・ 選挙立会人を定めるくじ
（午後5時30分）

法76

・ 公営施設使用の個人演説
会開催申出受理最終日

法163,
令112

・ 選挙立会人が３人に満た
ない場合の補充選任・本
人への通知

法76

・ 投票立会人選任通知期限 法38,
令26,
市事21

・ 選挙立会人へ参会通知

1月30日 月 -2 3
・ 投票所・選挙会場（開票
所）器材送致

・補充立候補届出期限 法86の4

1月31日 火 -1 4
・ 期日前投票事務取扱最終
日

法48の2

・ 不在者投票事務取扱最終
日

法49,
令50

・ 投票用紙の枚数点検

・投票所設営 令32,
事23,
市事26

・ 期日前投票及び抄本等を
投票管理者（期日前投票
所）から受領

法55,
48の2②

・ 投票用紙・選挙人名簿抄
本等を投票管理者に引継
ぎ

令28

・ 開票所設営

2月1日 水 0 5 選　　　挙　　　期　　　日　　（　投　票　日　）

・投票所入口から300メート
ル内の選挙事務所の閉鎖
命令

法134 ・ 選挙会
　開始時刻
　　午後9時00分
　場　　所
　　安佐北区役所
　白木出張所会議室

法80

・ 委員会の開催
（選挙人名簿登録の抹
消）

・開票状況（中間及び結
果）を区選管へ速報

市事62

・ 投票記載所へ候補者の氏
名等掲示

法175,
運56

・ 選挙録の作成 法83

・ 投票所
　投票時間
　：午前７時～午後８時
　場　　所
　：２か所

法39,40 ・ 区選管へ当選人の決定報
告

法101の
3,
市事77

・ 不在者投票を指定投票区
の投票管理者へ送致

令60,61 ・ 区選管へ選挙録の送付 法83,
令85,
市事77

・ 投票状況（中間及び結
果）速報受理及び市選管
へ速報

・投票箱等送致受理 法48の2,
55

月 日 曜

期
日
前
・
後

告
示
前
・
後

(3) 

 

 



市選管の行う事務 区選管の行う事務 選挙長の行う事務

事　　　　　項 根拠法令 事　　　　　項 根拠法令 事　　　　　項 根拠法令

(2月1日)
・ 期日前投票を選挙長へ送
致

法48の2
②,55

・ 開票状況（中間及び結
果）速報受理及び市選管
へ速報

法66,
市事62

・ 選挙長から当選人決定報
告受理

法101の
3,
市事77

・ 選挙長から選挙録等受理 法83,
令85,
市事77

・ 期日前投票を開票管理者
へ送致

法48の2
②,55

〔無投票の場合の選挙会〕

・午後4時30分から安佐北区
役所白木出張所会議室に
おいて開会

2月2日 木 1 6 ・ 委員会開催

・当選人へ当選の旨告知,当
選人の住所氏名告示

法101の
3,
市事78

・ 当選人へ当選証書付与 法105,
市事78

・ 県知事・県選管・市長へ
当選等に関する報告

法108

・ 投票所・選挙会場（開票
所）器材撤収

・礼状発送

2月15日 水 14 19
・ 選挙の効力に関する異議
申出期限

法202

2月16日 木 15 20
・ 選挙運動費用収支報告書
提出期限

法189

・ 当選の効力に関する異議
申出期限

法206

2月18日 土 17 22 任　　　期　　　満　　　了　　　日

凡    例

法 ＝ 公職選挙法　　　令 ＝ 公職選挙法施行令

事 ＝ 公職選挙事務取扱規程

市事 ＝ 広島市公職選挙事務取扱規程　　　運　 ＝ 公職選挙法による選挙運動等に関する規程

月 日 曜

期
日
前
・
後

告
示
前
・
後

(4) 

 



(5) 

４ 投票区 

 

(1) 投票所等にあてた施設の内訳 

 

当日投票所にあてた施設の内訳 
期日前投票所及び不在者投票記載場所

にあてた施設の内訳 投票区数 

集会所 出張所 出張所 

2 1 1 1 

 

(2) 投票当日投票所にあてた施設の名称及び所在地 

 

★は指定投票区、その他の投票区は指定関係投票区

投票区名 投票当日投票所施設名 所在地 

★白木第四 安佐北区役所白木出張所 広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４ 

白木第五 檜山集会所 広島市安佐北区白木町大字市川６３６４番地の１ 

投票区数 2 

（注） 投票所の開所時刻は午前7:00、閉所時刻は午後8:00である。 

 

(3) 期日前投票所及び不在者投票記載場所にあてた施設の名称及び所在地 

開設期間：平成18年１月28日から平成18年１月31日まで 

区 名 期日前投票所等施設名 所在地 

安佐北区 安佐北区役所白木出張所 広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４ 

（注） 期日前投票所の開所時刻は午前8:30、閉所時刻は午後8:00である。 

 

 

５ 選挙人名簿登録者数 

 

平成18年1月26日現在の選挙人名簿登録者数 
投 票 区 名 

男 女 計 

白 木 第 四 1,527 1,672 3,199 

白 木 第 五 30 25 55 

計 1,557 1,697 3,254 

 

 

６ 選挙会 

 

(1) 選挙長及び同職務代理者 

 

選 挙 長 同職務代理者 

内海 てるえ 永井  智 

 

(2) 選挙会の場所及び開閉日時 

 

場  所 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の４ 広島市安佐北区役所白木出張所会議室 

開閉日時 平成18年２月１日 午後４時30分～午後４時45分 

 

 



(6) 

７ 選挙事務関係者 

 

(1) 投票事務関係者 

 

事 務 従 事 者 

区 分 
投 票 

管理者 

投 票 

立会人 
市・区 

選管書記

市・区 

職 員 
民間人 計 

（投票区名）       

白木第四 1 2 － － － － 

白木第五 1 2 － － － － 

投票当日 

投票所 

計 2 4 － － － － 

期日前投票所 1 2 － － － － 

合計 3 6 － － － － 

（注） 投票事務従事者は、無投票となったため従事しなかった。 

 

(2) 選挙会事務関係者 

 

事務従事者 
選 挙 長 選挙立会人 

市・区選管書記 市・区職員 

1 3 2 － 

 

 



(7) 

８ 候補者及び当選人 

 

候補者として選挙長に届出のあった者は、次のとおりである。 

 

（定数１２人） 

（○印は当選人）

 届出 

番号 

ふ り が な 

候補者氏名 
性別 住 所 生年月日 党 派 職 業 

届 出 

年月日 

届出

の別

 

１ ○ 佐々木
さ さ き

久幸
ひさゆき

男 

広島市安佐北区 

白木町大字市川 

1111番地 

昭和18年

9月25日
無所属 自営業 

平成18年

1月27日
本人

 

２ ○ 世羅
せ ら

正
ただし

男 

広島市安佐北区 

白木町大字市川 

5219番地 

昭和17年

3月27日
無所属 農 業 

平成18年

1月27日
本人

 

３ ○ 西
にしひろ

壽成
ひさなり

男 

広島市安佐北区 

白木町大字市川 

6396番地の2 

昭和10年

2月20日
無所属 農 業 

平成18年

1月27日
本人

 

４ ○ 児玉
こ だ ま

忠利
ただとし

男 

広島市安佐北区 

白木町大字市川 

1270番地 

昭和14年

11月3日
無所属 無 職 

平成18年

1月27日
本人

 

５ ○ 武田
た け だ

希
ひ ろ き

男 

広島市安佐北区 

白木町大字秋山 

2363番地の3 

昭和26年

2月11日
無所属 会社員 

平成18年

1月27日
本人

 

６ ○ 湊
みなと

永三
えいそう

男 

広島市安佐北区 

白木町大字秋山 

1977番地の1 

昭和6年

11月8日
無所属 農 業 

平成18年

1月27日
本人

 

７ ○ 永井
な が い

博信
ひろのぶ

男 

広島市安佐北区 

白木町大字秋山 

298番地 

昭和12年

7月18日
無所属 農 業 

平成18年

1月27日
本人

 

８ ○ 堀内
ほりうち

勇治
ゆ う じ

男 

広島市安佐北区 

白木町大字秋山 

2477番地の2 

昭和14年

9月23日
無所属 無 職 

平成18年

1月27日
本人

 

９ ○ 大田
お お た

昌信
まさのぶ

男 

広島市安佐北区 

白木町大字小越 

325番地 

昭和11年

6月25日
無所属 無 職 

平成18年

1月27日
本人

 

10 ○ 岡本
おかもと

孝明
たかあき

男 

広島市安佐北区 

白木町大字市川 

1695番地の1 

昭和10年

1月21日
無所属 会社員 

平成18年

1月27日
本人

 

11 ○ 石川
いしかわ

弘
ひろむ

男 

広島市安佐北区 

白木町大字秋山 

1519番地 

昭和8年

3月24日
無所属 無 職 

平成18年

1月27日
本人

 

12 ○ 河野
こ う の

通宣
みちのぶ

男 

広島市安佐北区 

白木町大字秋山 

甲3065番地 

昭和15年

9月12日
無所属 農 業 

平成18年

1月27日
本人
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